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は じ め に

宮私幼の退職手当資金給付事業遂行にあたりましては、いつも ご理解とご協力をいただき深く

感謝しております。

退職手当資金給付事業 事務の手引きは、昭和61年４月に発行された手引きが最後となっており、

その後幾たびも運営規則の改正があり、事務の現場では今現在の提出様式がわからない等の声が聞

かれるようになりましたので、このたび通常使用している書式をピックアップした書式集を発刊い

たしました。

この書式集は、コピーしてそのまま使用することも出来ますし、宮私幼のホームページにも掲載

しておりますので、ダウンロードして記入することも可能であり、また、そのまま画面上にてデー

タを入力し、印刷することもできますので、お手元においてご活用下さいますようお願いいたしま

す。

今回大きく改訂いたしましたのは、書式集を発刊するにあたり、事務の簡素化・効率化をはかる

ため、書式は複写式ではなく、全て単票式にいたしました。

次に、退職手当資金給付請求書と複写式で使用しておりました加入者(幼稚園)からの領収書は、

宮私幼が銀行に依頼しております振込依頼書を使用することにいたしましたので園からの領収書の

提出は不要になりました。

従って、退職者に支払われたことを確認するため、退職者が加入者(幼稚園)に提出した受領証等

の写しのみを送付していただくことになります。（宮私幼退職手当資金給付事業運営規則 第23条

平成21年3月10日改正）

この書式集は、平成21年度から使用していただくことになりますが、これまでと変わりなく事務

手続き方よろしくお願いいたします。

平成21年３月

総務・給付委員長 吉 岡 弘 宗
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－1－

様式第１号

備
　
考

　資格取得報告書を添付のこと

合　　　計 金

加
　
入
　
申
　
込
　
金

加入申込金の内訳 人　　数 金　　　　　額

金

加入申込金(2)  １園につき10,000円金 10,000 円

円

加 　入　 申　 込　 書

　
　
　
　
印

所 在 地

幼稚園名

代表者名

年 日平成

（社）宮城県私立幼稚園連合会定款第７章に定める私立幼稚園

電話番号

月

社団法人 宮城県私立幼稚園連合会　御 中

〒

教職員退職手当資金給付事業の趣旨に賛同し、下記の加入申込金を

円人

添えて、申込みを致します。　                                        

摘　　　　　　要

加入申込金(1)  教職員１人につき1,000円



－2－

様
式

第
９

号

〒
〒

上
記

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

社
団

法
人
宮
城
県
私
立
幼
稚
園
連

合
会

理
事

長
 
殿

２
．

所
在

地
，

所
在

地
表

示
変

更
１

．
名

称
変

更
　

　
３

．

新
旧

代
表

者

園
長

所
在

地

平
成

年

備
　

　
　

　
考

異 　 動 　 内 　 容

月
日

５
．

休
　

園
６

．
廃

　
園

上
記

私
立

幼
稚

園
代

表
者

名
印

代
表

者
変

更
設

置
者

変
更

　
４

．
園

長
変

更

〒

電 話
幼

稚
園

 
幼

 
稚

 
園

 
異

 
動

 
報

 
告

 
書

 

私
　

　
立

幼
稚

園
名

名
称

所
在

地

私
 
立
 
宮
 
城

私
立

幼
稚

園
の

記
号

番
号

異
 
 
動

 
 
事

 
 
由

異
動

年
月

日



－3－

様
式

第
1
0
号

平
成

昭
・

平
 

年
月

日

年
月

日

平
成

昭
・

平
 

年
月

日

年
月

日

平
成

昭
・

平
 

年
月

日

年
月

日

平
成

昭
・

平
 

年
月

日

年
月

日

平
成

昭
・

平
 

年
月

日

年
月

日

上
記

の
と

お
り

氏
名

変
更

を
お

届
け

し
ま

す
。

社
団

法
人

宮
城

県
私

立
幼

稚
園

連
合

会
理

事
長

 
殿

男 ・ 女 男 ・ 女 男 ・ 女男 ・ 女

 
教

 
職

 
員

 
氏

 
名

 
変

 
更

 
届

 
書

 

職
名

変
更

前
氏

名

教
　

　
　

　
　

職
　

　
　

　
　

員

性
別

私
学

共
済

加
入

者
証

個
人

番
号

給
　

　
付

整
理

番
号

ふ
り

が
な

変
更

後
氏

名
生

 
年

 
月

 
日

私
　

　
立

幼
稚

園
名

0
4
-
Ｆ

印
上

記
私

立
幼

稚
園

代
表

者
名

男 ・ 女

幼
稚

園

変
更

年
月

日
変

更
事

由

所
在

地

〒

電 話
私

 
立

 
宮

 
城

教
職

員
番

　
号

私
立

幼
稚

園
の

記
号

番
号

平
成

年
月

日



－4－

様
式

第
1
1
号

平
成

 
　

　
 
年

　
　

 
月

 
　

　
 
日

千
円

千
円

等
級

幼
稚

園
名

就
職
日

私
立
幼
稚

園

の
記
号
番

号

異
動

年
月

日
退

職
日

幼
稚

園

平
成

 
　

　
 
年

　
　

 
月

 
　

　
 
日

給
付

整
理

番
号

標
準

給
与

月
額

等
級

異
　

　
　

　
動

　
　

　
　

後
異

　
　

　
　

動
　

　
　

　
前

私
立
幼
稚
園

の
記
号
番
号

幼
稚

園

性
　

別
生

　
年

　
月

　
日

異
 
動
 
教
 
職
 
員
 
名

男
・

女
勤

続
期

間
通

算
届

書
月

年
日

昭 平

上
記

の
と

お
り

異
動

を
承

認
し

た
の

で
報

告
し
ま
す
。

注
１
)

同
一
学

園
内
異
動
の
場

合
は

、
設

置
者

の
記

名
押
印

（
１

箇
所
）

と
す

る
。

注
２
)

異
動
前
の

園
は
「
資

格
喪
失

報
告

書
」

の
提

出
、

異
動

後
の
園
は

「
資

格
取

得
報
告
書
」
（
私

学
共

済
の

写
し

を
添

付
）

の
提

出
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

〒

（
異
動
前
）

印

〒

（
異
動
後
）

印

社
団

法
人

宮
城

県
私

立
幼

稚
園

連
合

会
理

事
長

殿

千
円

千
円

等
級

平
成

所
在

地

月
年

日

標
準

給
与

月
額

異
動

事
由

等
級

代
表

者

幼
稚

園
名

代
表

者

所
在

地

幼
稚

園
名



－5－

様
式

第
1
1
号

（
記

入
例

）

勤
続

期
間

通
算

届
書

月
年

日
5
0

２
1
0

昭 平

性
　

別
生

　
年

　
月

　
日

異
 
動
 
教
 
職
 
員
 
名

男
・

女
宮
城
　
太
郎

異
　

　
　

　
動

　
　

　
　

後
異

　
　

　
　

動
　

　
　

　
前

私
立
幼
稚
園

の
記
号
番
号

幼
稚

園
Ｂ

1
1

給
付

整
理

番
号

標
準

給
与

月
額

5
3
0
0

1
0

等
級

幼
稚

園
名

就
職
日

私
立
幼
稚

園

の
記
号
番

号
仙

台
1
-
2

異
動

年
月

日
退

職
日

仙
台

１
幼

稚
園

Ａ

平
成

 
２

１
 
年

　
３

 
月

 
３

１
 
日

平
成

 
２

１
 
年

　
４

 
月

 
 
１

 
日

1
7
0

千
円

1
8
0

千
円

等
級

5
3
0
0

上
記

の
と

お
り

異
動

を
承

認
し

た
の

で
報

告
し
ま
す
。

注
１
)

同
一
学

園
内
異
動
の
場

合
は

、
設

置
者

の
記

名
押
印

（
１

箇
所
）

と
す

る
。

注
２
)

異
動
前
の

園
は
「
資

格
喪
失

報
告

書
」

の
提

出
、

異
動

後
の
園
は

「
資

格
取

得
報
告
書
」
（
私

学
共

済
の

写
し

を
添

付
）

の
提

出
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

〒

（
異
動
前
）

印

〒

（
異
動
後
）

印

注
１
）
異
動
前
の
幼
稚
園
は
、
資

格
喪

失
報

告
書

を
提

出
す

る
こ

と
。

社
団

法
人

宮
城

県
私

立
幼

稚
園

連
合

会
理

事
長

殿
注
２
）
異
動
後
の
幼
稚
園
は
、
資

格
取

得
報

告
書

（
私

学
共

済
の

写
し

を
添

付
）

を
提

出
す

る
こ

と
。

代
表

者

幼
稚

園
名

代
表

者

所
在

地

幼
稚

園
名

学
園

内
異

動
学

園
内

異
動

1
1

標
準

給
与

月
額

異
動

事
由

1
0

等
級

×
×

平
成

〒
9
8
0
-
0
8
0
3

仙
台

市
青

葉
区

国
分

町
三

丁
目

×
×

×

 
学

校
法

人
　

幸
 
学

 
園

　
　

 
　
理

事
長

　
永

　
井

　
健

　
太

所
在

地

×
月

年
日

1
7
0

千
円

1
8
0

千
円

等
級



－6－

様
式

第
３

号
〒

職
名

性 別
等 級

月
　

　
額

昭
平

平
成

円
円

円
円

平
成

･
･

･
･

･
･

級
千

円
昭

平
平

成
平

成

･
･

･
･

･
･

級
千

円
昭

平
平

成
平

成

･
･

･
･

･
･

級
千

円

昭
平

平
成

平
成

･
･

･
･

･
･

級
千

円

昭
平

平
成

平
成

･
･

･
･

･
･

級
千

円

上
記

の
と

お
り

確
認

し
ま

し
た

。

平
成

年
月

日

社
団
法
人

宮
城

県
私

立
幼

稚
園

連
合

会
 
 
　理

事
長

 
印

注
１

）
給

与
月

額
欄
に
は
、
基
本
給
、
研
修
手
当
、
役

職
手
当
（
通
勤
手
当
、
住
宅
手
当
、
扶
養
手
当
等
の
諸
手
当
は
除
く
）
を
記
入
。

注
２

）
日

本
私

立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
提
出
し

て
い
る
「
資
格
取
得
報
告
書
」
の
「
写
」
を
添
付
す
る
こ
と
。

男 ・ 女 男 ・ 女 男 ・ 女 男 ・ 女

備
　

考

退
職

手
当

資
金

給
付

事
業

加
入

の
年

月
日

幼
稚

園
代

表
者

※
標

準
給

与
私

学
共

済
加

入
者

証
個

人
番

号
ふ

　
り

　
が

　
な

氏
 
 
 
 
 
 
 
　

　
名

生
年

月
日

教
　

　
　

職
　

　
　

員
（

私
学

共
済

加
入

者
）

私
立

学
校

共
済

制
度

資
格

取
得

の
年

月
日

給
　

　
与

　
　

月
　

　
額

基
本

給
研

修
手

当
役

職
手

当
計

電 話
幼

稚
園

資
　

格
　

取
　

得
　

報
　

告
　

書
所

在
地

私
立

宮
城

私
立

幼
稚

園
の

記
号

番
号

幼
稚

園
名

印

 
0
4
－

Ｆ
男 ・ 女

※ 印 欄 は 記 入 し な い で 下 さ い 。



－7－

様
式

第
３

号
（

記
入

例
）

〒

職
名

性 別
等 級

月
　

　
額

昭
平

平
成

円
円

円
円

平
成

級
千

円
昭

平
平

成
平

成

級
千

円
昭

平
平

成
平

成

級
千

円

昭
平

平
成

平
成

･
･

･
･

･
･

級
千

円

昭
平

平
成

平
成

･
･

･
･

･
･

級
千

円

上
記

の
と

お
り

確
認

し
ま

し
た

。

平
成

年
月

日

社
団
法
人

宮
城

県
私

立
幼

稚
園

連
合

会
 
 
　理

事
長

 
印

注
１

）
給

与
月

額
欄
に
は
、
基
本
給
、
研
修
手
当
、

役
職
手
当
（
通
勤
手
当
、
住
宅
手
当
、
扶
養
手
当
等
の
諸
手
当
は
除
く
）
を
記
入
。

注
２

）
日

本
私

立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
提
出

し
て
い
る
「
資
格
取
得
報
告
書
」
の
「
写
」
を
添
付
す
る
こ
と
。

2
1
・
４

･
１

2
1
・
４

･
１

1
7
0
,
0
0
0

3
0
・
４

･
1
0

5
0
・
２

･
1
1

1
7
0
,
0
0
0

6
1
・
８

･
６

2
1
・

４
･
１

2
1
・

４
･
１

2
1
・

４
･
１

男 ・ 女

 
0
4
－

Ｆ

９
８

０
－

０
８

０
３

仙
台

市
青

葉
区

国
分

町
三

丁
目

×
×

×

理
事

長
　

　
永

　
井

　
健

　
太

印
電 話

幼
稚

園

資
　

格
　

取
　

得
　

報
　

告
　

書
所

在
地

1
7
0
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0

や
ま

だ
　

い
ち

ろ
う

た
か

や
ま

　
ゆ

き

い
と

う
　

ま
さ

こ

山
田

　
一

郎
園

長

私
立

宮
城

私
立

幼
稚

園
の

記
号

番
号

私
立

学
校

共
済

制
度

資
格

取
得

の
年

月
日

給
　

　
与

　
　

月
　

　
額

基
本

給
研

修
手

当
役

職
手

当
計

仙
台

１
幼

稚
園

名

私
学

共
済

加
入

者
証

個
人

番
号

ふ
　

り
　

が
　

な
氏

 
 
 
 
 
 
 
　

　
名

生
年

月
日

教
　

　
　

職
　

　
　

員
（

私
学

共
済

加
入

者
）

○
 
○

 
○

退
職

手
当

資
金

給
付

事
業

加
入

の
年

月
日

0
2
2

3
3
7
－

×
×

×
×

幼
稚

園
代

表
者

3
0
,
0
0
0

3
3
0
,
0
0
0

2
1
・
４

･
１

男 ・ 女 男 ・ 女 男 ・ 女 男 ・ 女

高
山

　
由

紀

伊
藤

　
正

子

0
0
0
5

3
6

3
7

3
8

※ 印 欄 は 記 入 し な い で 下 さ い 。

教
諭

事
務

※
標

準
給

与

備
　

考

3
0
0
,
0
0
0



－8－

様
式

第
４

号

印

性 別
基

本
給

上
記

の
と

お
り

確
認

し
ま

し
た

。

平
成

年
月

日

社
団

法
人
宮

城
県

私
立

幼
稚

園
連

合
会

理
事

長
印

電 話
幼

稚
園

私
学
共
済

加
入
者
証

個
人
番
号

 
0
4
－
Ｆ

計 計

６
月

男 ・ 女

４
月

５
月

６
月

級

算
　

定
基

礎
月

研
修

手
当

合
　

　
計

平
均

額

幼
稚
園
代
表
者

級

私
立
宮
城

私
立
幼

稚
園

の
記
号

番
号

幼
稚
園
名

男 ・ 女男 ・ 女

等 級 級級 級

千
円

計

４
月

６
月

円

千
円

給
　

　
　

与
　

　
　

月
　

　
　

額
※

標
準

給
与

備
考

等 級
月

　
　

額
役

職
手

当

現
 
在

 
の

標
準

給
与

教
　
　
　
職
　
　

　
員

月
　

　
額

千
円

ふ
　
り
　

が
　

な
氏
 
 
 
 
 
 
 
　

　
名

職
名

給
付
整
理

番
　
　
号

４
月

円

５
月

６
月

千
円

級
千

円

男 ・ 女

４
月

円

５
月

級
千

円

円

５
月

級
千
円

計
千

円

男 ・ 女

４
月

５
月

６
月

円

級
級

千
円

計

※ 印 欄 は 記 入 し な い で 下 さ い 。

千
円

 
標

　
 
準

 
　

給
　

 
与

 
　

基
　

 
礎

 
　

届
　

 
書

 



様
式

第
４

号
（

記
入

例
）

印

性 別
基

本
給

32
0,
00
0

32
0,
00
0

32
0,
00
0

96
0,
00
0

17
3,
00
0

17
3,
00
0

17
3,
00
0

51
9,
00
0

18
3,
00
0

10
0,
00
0 0

28
3,
00
0

18
6,
00
0

18
6,
00
0

18
6,
00
0

55
8,
00
0

上
記

の
と

お
り

確
認

し
ま

し
た

。

平
成

年
月

日

社
団

法
人
宮

城
県

私
立

幼
稚

園
連

合
会

理
事

長
印

注
１
)
 
４
月
加
入
者
（
資
格
取
得
報
告
書
提
出
）
で
あ

っ
て

も
、

標
準

給
与

基
礎

届
書

に
基

づ
く

決
定

。
全

て
の

加
入

者
が

、
標

準
給

与
基

礎
届

書
に

よ
り

９
月

か
ら

の
掛

金
を

決
定

す
る

。
注
２
)
 
標
準
給
与
基
礎
届
書
に
２
ヶ
月
で
記
入
し
て
き

た
場

合
は

、
２

ヶ
月

の
平

均
を

標
準

給
与

月
額

と
す

る
。

注
３
)
 
宮
私
幼
に
育
児
休
業
申
出
書
が
提
出
さ
れ
て
い

て
、

算
定

基
礎

月
に

給
与

が
支

給
さ

れ
て

い
な

い
月

等
が

あ
る

場
合

は
、

育
児

休
業

前
の

標
準

給
与

月
額

で
継

続
す

る
。

注
４
）
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
提
出
し

て
い

る
「

標
準

給
与

基
礎

届
書

」
の

「
写

」
を

添
付

す
る

こ
と

。

電 話
02
2

33
7－

×
×

×
×

幼
稚

園
○

 
○

 
○

千
円

標
 
準

 
　

給
 
与

 
　

基
　

 
礎

 
　

届
 
書

 

35
0,

00
0

17
3,

00
0

14
1,

50
0

18
8,

66
6

理
事

長
　
永

　
井

　
健

　
太

級
級

千
円

計

５
月

６
月

円

千
円

男 ・ 女

４
月

佐
々
木
 
育
子

５
月

5,
00
0

19
1,

00
0

18
6,

00
0

円
さ

さ
き

　
い

く
こ

男 ・ 女
18

9,
00

0
級

千
円

計
8,
00
0

育
児

休
業

５
/1

6　
～

H2
2/
12
/3
1

２
６

宮
城
　
友
子

５
月

10
0,

00
0

千
円

0

千
円

３
５

０
３

教
諭

男 ・ 女

11
１

８
０

４
月

18
3,

00
0

円

51
9,

00
0

千
円

級

３
８

伊
藤
　
正
子

５
月

17
3,

00
0

６
月

17
3,

00
0

円

17
3,

00
0

給
付
整
理

番
　
　
号

２
８

０
２

事
務

教
　
　
　
職
　
　
　

員
私
学
共
済

加
入
者
証

個
人
番
号

い
と

う
　

ま
さ

こ

 
0
4
－
Ｆ

00
05

３
６

２
８

０
０

月
　

　
額 千
円

ふ
　

り
　

が
　

な

氏
 
 
 
 
 
 
 
　

　
名

職
名

や
ま

だ
　

た
ろ

う

山
田
　
太
郎

園
長

男 ・ 女

等 級

※
標
準
給
与

備
考

等 級
月
　
　
額

1,
05

0,
00

0

円

30
,0

00

給
　

　
　

与
　
　
　
月
　
　
　
額

役
職

手
当

合
　

　
計

平
均

額

35
0,

00
0

35
0,

00
0

千
円

千
円

計

１
９

０

４
月

６
月

６
月

５
月

６
月

90
,0

00
計

30
,0

00

４
月

級 12級20 10 級

幼
稚
園
代
表
者

級

私
立

宮
城

私
立

幼
稚

園
の

記
号

番
号

仙
台

１
幼

稚
園

名

30
,0

00
35

0,
00

0

現
 
在

 
の

標
準

給
与

級

28
3,

00
0

級

56
6,

00
0

3,
00
0

１
７

０

算
　

定
基

礎
月

研
修

手
当

※ 印 欄 は 記 入 し な い で 下 さ い 。

み
や

ぎ
　

と
も

こ

男 ・ 女

計

３
４

０

４
月

２
６

７
１

〃
２

８

－９－



－10－

様
式

第
６

号

昭
平

･
･

･
･

･
･

昭
平

･
･

･
･

･
･

昭
平

･
･

･
･

･
･

昭
平

･
･

･
･

･
･

昭
平

･
･

･
･

･
･

上
記

の
と

お
り

確
認

し
ま

し
た

。

平
成

年
月

日

社
団

法
人
宮

城
県

私
立

幼
稚

園
連

合
会

 
 
　

理
事

長
印

注
１
）
本
人
か
ら
の
「
退
職
願
」
の
「
写
」
を
添
付
し
て
く

だ
さ

い
。

注
２
）
資
格
喪
失
の
事
由
欄
の
「
異
動
」
は
、
宮
私
幼
に
「

勤
続

期
間

通
算

届
書

」
を

提
出

し
て

異
動

し
た

場
合

に
異

動
に

○
印

を
つ
け

て
下

さ
い

。

※ 印 欄 は 記 入 し な い で 下 さ い 。

幼
稚

園

級

千
円

千
円

級

千
円

平
成

異
動

普
通

退
職

み
な

し
退

職

男 ・ 女
級

男 ・ 女

異
動

平
成

み
な

し
退

職

千
円

み
な

し
退

職

平
成

普
通

退
職

男 ・ 女男 ・ 女

平
成

異
動

幼
稚
園
代
表
者 普

通
退

職

異
動

所
在

地

〒

電 話 級

ふ
　

り
　

が
　

な
氏

 
 
 
 
 
 
 
　

　
名

生
年

月
日

性 別
等

級

平
成

平
成

普
通

退
職

資
格

喪
失

の

事
由

(
該

当
に

○
印

)

平
成

み
な

し
退

職

普
通

退
職

異
動

み
な

し
退

職

平
成

幼
稚
園
名

資
格

喪
失

の

事
由

を
生

じ
た

年
月

日

※ 資
格

喪
失

年
月

日

教
　

　
　

職
　

　
　

員

男 ・ 女
級

私
立
宮
城

私
立
幼
稚
園

の
記
号
番
号

給
付

整
理

番
　

　
号

印

備
　

　
　

考

資
格

喪
失

時
の

標
準

給
与

月
　

　
額 千
円

平
成

平
成

資
　

格
　

喪
　

失
　

報
　

告
　

書

 
0
4
－

Ｆ

私
学

共
済

加
入

者
証

個
人

番
号

職
名



－11－

様
式

第
６

号
（

記
入

例
）

９
８

０
－

０
８

０
３

昭
平

･
･

昭
平

･
･

･
･

･
･

昭
平

･
･

･
･

･
･

昭
平

･
･

･
･

･
･

昭
平

･
･

･
･

･
･

上
記

の
と

お
り

確
認

し
ま

し
た

。

平
成

年
月

日

社
団

法
人
宮

城
県

私
立

幼
稚

園
連

合
会

 
 
　

理
事

長
印

注
１
）
本
人
か
ら
の
「
退
職
願
」
の
「
写
」
を
添
付
し
て
く

だ
さ

い
。

注
２
）
資
格
喪
失
の
事
由
欄
の
「
異
動
」
は
、
宮
私
幼
に
「

勤
続

期
間

通
算

届
書

」
を

提
出

し
て

異
動

し
た

場
合

に
異

動
に

○
印

を
つ
け

て
下

さ
い

。

資
　

格
　

喪
　

失
　

報
　

告
　

書

0
2
2
5

2
8

4
8
0
0

 
0
4
－

Ｆ

私
学

共
済

加
入

者
証

個
人

番
号

職
名

平
成

3
5
・

９
・

1
7

印

平
成

教
諭

私
立
宮
城

私
立
幼
稚
園

の
記
号
番
号

仙
台
１

幼
稚
園
名

資
格

喪
失

の

事
由

を
生

じ
た

年
月

日

2
1
・
３

・
3
1

普
通

退
職

異
動

み
な

し
退

職

普
通

退
職

備
　

　
　

考
※ 資

格
喪

失
年

月
日

給
付

整
理

番
　

　
号

教
　

　
　

職
　

　
　

員

平
成

平
成

男 ・ 女

1
0

級 級

ふ
　

り
　

が
　

な
氏

 
 
 
 
 
 
 
　

　
名

生
年

月
日

性 別

ひ
ら

の
 
 
　

 
え

つ
こ

平
野

　
悦

子

所
在

地
仙

台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
×
×
×

〒

電 話

資
格

喪
失

の

事
由

(
該

当
に

○
印

)

資
格

喪
失

時
の

標
準

給
与

等
級

月
　

　
額

平
成

千
円

1
7
0

幼
稚
園
代
表
者

0
2
2

3
3
7
－

×
×

×
×

普
通

退
職

異
動

み
な

し
退

職

理
事
長
　
　
　
永
　
井
　
健
　
太

平
成

平
成

異
動

男 ・ 女 男 ・ 女

千
円

み
な

し
退

職

平
成

普
通

退
職

異
動

平
成

み
な

し
退

職

男 ・ 女 男 ・ 女
級

平
成

異
動

普
通

退
職

み
な

し
退

職
級

千
円

千
円

級

千
円

※ 印 欄 は 記 入 し な い で 下 さ い 。

幼
稚

園
○

　
○

　
○



－12－

様
式
第
７
号

千
百

十
万

千
百

十
円

上
記
の
と
お
り
退
職

手
当

資
金

の
給

付
を

裁
定

し
、

支
払

い
ま

す
の

で
通

知
し

ま
す

。
年

月
日

平
成

年
月

日

社
団

法
人

宮
城

県
私

立
幼

稚
園

連
合

会
理

事
長

印

注
１

）
加

入
者

（
幼

稚
園

）
か

ら
の

領
収

書
の

提
出

は
、

不
要

に
な

り
ま

し
た

。
注

２
）

退
職

者
が

加
入

者
（

幼
稚

園
）

に
提

出
し

た
受

領
証

等
の

写
し

の
み

を
送

付
し

て
い

た
だ

く
こ

と
に

な
り

ま
す

。

電 話

内 　 　 　 　 　 　 　 訳

私
立

宮
城

私
立

幼
稚

園
の

記
号

番
号

番
号

私
学

共
済

加
入

者
証

個
人

番
号

給
付

整
理

番
号

8 9

幼
稚

園
名

№

退
職

教
職

員
氏

名
請

求
金

額

送
 
金

 
予

 
定

 
日

銀
行

振
込

 
振

 
込

 
依

 
頼

 
書

 
発

 
送

 
日

 
領

 
 
収

 
 
書

 
 
受

 
 
領

 
 
日 平
成

事 務 局 処 理 欄

ふ
り

が
な

口
座

名
義

審
　

 
　

査

1
0
4
-
Ｆ

-

所
在

地
退

職
手

当
資

金
給

付
請

求
書

退
職

手
当

資
金

裁
定

兼
支

払
通

知
書

〒

幼
稚

園

（
）

名
1

計

4 6 75

幼
稚

園
代

表
者

金
　

　
　

　
　

　
額

印

32 1
0

支
店

送 金 方 法

 
裁

定
兼

支
払

通
知

書
発

送
日当

座
普

通
預

金

銀
行

・ 内 訳 金 額 は 給 付 額 算 定 内 訳 書 給 付 金 額 を 記 入 す る 。

・ 太 枠 は 必 ず 記 入 す る こ と 。

 
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

 
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

 
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日



－13－

様
式
第
７
号

（
記

入
例

）

千
百

十
万

千
百

十
円

・ 内 訳 金 額 は 給 付 額 算 定 内 訳 書 給 付 金 額 を 記 入 す る 。

・ 太 枠 は 必 ず 記 入 す る こ と 。

印

４
８
０
０

平
野

　
悦

子

0
2
2

3
3
7
－

×
×

×
×

幼
稚

園
代

表
者

理
事

長
　

　
永

　
井

　
健

　
太

０
０

０
０

金
　

　
　

　
　

　
額

〒

幼
稚

園

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
×
×
×

９
８

０
－

０
８

０
３

○
 
○
 
○

レ
所

在
地

退
職

手
当

資
金

給
付

請
求

書

退
職

手
当

資
金

裁
定

兼
支

払
通

知
書

1
0
4
-
Ｆ

-
０
０
０
５

３
０

退
職

教
職

員
氏

名
請

求
金

額

内 　 　 　 　 　 　 　 訳

私
立

宮
城

私
立

幼
稚

園
の

記
号

番
号

仙
台

１

番
号

私
学

共
済

加
入

者
証

個
人

番
号

給
付

整
理

番
号

幼
稚

園
名

電 話

0
0

0
3

0
0

\

３
０

０
０

０
０

上
記
の
と
お
り
退
職

手
当

資
金

の
給

付
を

裁
定

し
、

支
払

い
ま

す
の

で
通

知
し

ま
す

。
年

月
日

平
成

年
月

日

社
団

法
人

宮
城

県
私

立
幼

稚
園

連
合

会
理

事
長

印

注
１

）
加

入
者

（
幼

稚
園

）
か

ら
の

領
収

書
の

提
出

は
、

不
要

に
な

り
ま

し
た

。
注

２
）

退
職

者
が

加
入

者
（

幼
稚

園
）

に
提

出
し

た
受

領
証

等
の

写
し

の
み

を
送

付
し

て
い

た
だ

く
こ

と
に

な
り

ま
す

。

 
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

 
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

 
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

・ 内 訳 金 額 は 給 付 額 算 定 内 訳 書 給 付 金 額 を 記 入 す る 。

・ 太 枠 は 必 ず 記 入 す る こ と 。

国
分

町
支

店

送 金 方 法

 
裁

定
兼

支
払

通
知

書
発

送
日当

座
普

通
預

金

銀
行

七
十

七

学
校

法
人

幸
学

園
　

○
○

○
幼

稚
園

×
×
×
×
×
×

1
032

４
８
０
０

平
野

　
悦

子
０

０
０

０

計

4 6 75

（
）

名
1

1
２

８
0
4
-
Ｆ

-
０
０
０
５

３
０

ふ
り

が
な

口
座

名
義

審
　

 
　

査

送
 
金

 
予

 
定

 
日

銀
行

振
込

 
振

 
込

 
依

 
頼

 
書

 
発

 
送

 
日

 
領

 
 
収

 
 
書

 
 
受

 
 
領

 
 
日 平
成

事 務 局 処 理 欄

が
っ

こ
う

ほ
う

じ
ん

さ
ち

が
く

え
ん

　
○

○
○

よ
う

ち
え

ん

請
求

金
額

№

内 　 　 　 　 　 　 　 訳
8 9

0
0

0
3

0
0

\



－14－

様
式
第
７
号
の
２

千
百

十
万

千
百

十
円

上
記
の
と
お
り
退
職

手
当

資
金

の
給

付
を

裁
定

し
、

支
払

い
ま

す
の

で
通

知
し

ま
す

。
年

月
日

平
成

年
月

日

社
団

法
人

宮
城

県
私

立
幼

稚
園

連
合

会
理

事
長

印

注
１

）
加

入
者

（
幼

稚
園

）
か

ら
の

領
収

書
の

提
出

は
、

不
要

に
な

り
ま

し
た

。
注

２
）

掛
金

返
還

金
控

除
率

は
、

宮
私

幼
退

職
手

当
資

金
給

付
事

業
運

営
規

則
第

1
9
条

の
条

項
に

よ
り

適
用

さ
れ

ま
す

。

支
店

銀
行

当
座

普
通

預
金

№
銀

行
振

込

 
振

 
込

 
依

 
頼

 
書

 
発

 
送

 
日

 
領

 
 
収

 
 
書

 
 
受

 
 
領

 
 
日

6 7 1
0

 
裁

定
兼

支
払

通
知

書
発

送
日

5

幼
稚

園
代

表
者

請
求

金
額

印

審
　

　
　

査

3

計

4

〒

幼
稚

園

（
）

名

所
在

地

退
職

手
当

資
金

<
掛

金
返

還
>
裁

定
兼

支
払

通
知

書

退
職

手
当

資
金

<
掛

金
返

還
>
給

付
請

求
書

21
0
4
-
Ｆ

-

掛
金

返
還

金
控

除
 
　

％
ふ

り
が

な

口
座

名
義

幼
稚

園
名

金
　

　
　

　
　

　
額

内 　 　 　 　 　 　 　 訳

私
立

宮
城

私
立

幼
稚

園
の

記
号

番
号

番
号

私
学

共
済

加
入

者
証

個
人

番
号

給
付

整
理

番
号

8 9

電 話

送 金 方 法

 内 訳 金 額 は 給 付 額 算 定 内 訳 書 給 付 金 額 を 記 入 す る 。

 太 枠 は 必 ず 記 入 す る こ と 。

送
 
金

 
予

 
定

 
日

平
成

事 務 局 処 理 欄

退
職

教
職

員
氏

名

 
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

 
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

 
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日



－15－

様
式
第
７
号
の
２

（
記

入
例

）

千
百

十
万

千
百

十
円

 内 訳 金 額 は 給 付 額 算 定 内 訳 書 給 付 金 額 を 記 入 す る 。

 太 枠 は 必 ず 記 入 す る こ と 。
0

退
職

教
職

員
氏

名

電 話

0
0

内 　 　 　 　 　 　 　 訳

私
立

宮
城

私
立

幼
稚

園
の

記
号

番
号

仙
台

１

番
号

私
学

共
済

加
入

者
証

個
人

番
号

給
付

整
理

番
号

幼
稚

園
名

金
　

　
　

　
　

　
額

3
0

5
\

４
７
９
９

田
中

　
理

恵
子

1
0
4
-
Ｆ

-
０
０
０
５

レ
所

在
地

退
職

手
当

資
金

<
掛

金
返

還
>
裁

定
兼

支
払

通
知

書

退
職

手
当

資
金

<
掛

金
返

還
>
給

付
請

求
書

〒

幼
稚

園

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
×
×
×

９
８

０
－

０
８

０
３

○
 
○
 
○

印
0
2
2

3
3
7
－

×
×

×
×

幼
稚

園
代

表
者

理
事

長
　

　
永

　
井

　
健

　
太

0
0

0
0

請
求

金
額

2
8

 内 訳 金 額 は 給 付 額 算 定 内 訳 書 給 付 金 額 を 記 入 す る 。

 太 枠 は 必 ず 記 入 す る こ と 。
0

が
っ

こ
う

ほ
う

じ
ん

さ
ち

が
く

え
ん

　
○

○
○

よ
う

ち
え

ん

0
0

0
送 金 方 法

内 　 　 　 　 　 　 　 訳

0

3
0

△
1

5
\

ふ
り

が
な

口
座

名
義

5
2

４
７
９
９

田
中

　
理

恵
子

1
２

５
0
4
-
Ｆ

-
０
０
０
５

掛
金

返
還

金
控

除
 
５

％
0

0
0

0
0

請
求

金
額

2
8

2
8

5
0

0
0

上
記
の
と
お
り
退
職

手
当

資
金

の
給

付
を

裁
定

し
、

支
払

い
ま

す
の

で
通

知
し

ま
す

。
年

月
日

平
成

年
月

日

社
団

法
人

宮
城

県
私

立
幼

稚
園

連
合

会
理

事
長

印

注
１

）
加

入
者

（
幼

稚
園

）
か

ら
の

領
収

書
の

提
出

は
、

不
要

に
な

り
ま

し
た

。
注

２
）

掛
金

返
還

金
控

除
率

は
、

宮
私

幼
退

職
手

当
資

金
給

付
事

業
運

営
規

則
第

1
9
条

の
条

項
に

よ
り

適
用

さ
れ

ま
す

。

 
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

 
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

 
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

 内 訳 金 額 は 給 付 額 算 定 内 訳 書 給 付 金 額 を 記 入 す る 。

 太 枠 は 必 ず 記 入 す る こ と 。

送
 
金

 
予

 
定

 
日

平
成

事 務 局 処 理 欄

が
っ

こ
う

ほ
う

じ
ん

さ
ち

が
く

え
ん

　
○

○
○

よ
う

ち
え

ん

×
×
×
×
×
×

0
送 金 方 法

内 　 　 　 　 　 　 　 訳
8 9

0
△

1
ふ

り
が

な

口
座

名
義

5
2

掛
金

返
還

金
控

除
 
５

％

（
）

名
1

0

審
　

　
　

査

3

計

4

　
注

２
）

学
校

法
人

幸
学

園
　

○
○

○
幼

稚
園

5 6 7 1
0

 
裁

定
兼

支
払

通
知

書
発

送
日

銀
行

振
込

 
振

 
込

 
依

 
頼

 
書

 
発

 
送

 
日

 
領

 
 
収

 
 
書

 
 
受

 
 
領

 
 
日

国
分

町
支

店
銀

行
七

十
七

当
座

普
通

預
金

№
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様式第18号

注１)　園の届出様式があれば、そのコピーでも可。

退
 
　
職
 
　
願

○
 
○
　
○
　
○

私
　
儀

　
○
○
○
の
都
合
に
よ
り
、
来
る
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
付
け
を
も
ち
ま
し
て

退
職
い
た
し
た
く
、
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

学
校
法
人
○
○
学
園

理
事
長

印

平
成

年

月

日様

幼
稚
園

○
　
○
　
○
　
○

○
 
○
　
○
　
○



－17－

様式第14号

年 月 日

　 印

注1)　育児休業申出書は、幼稚園設置者に提出することになります。宮私幼へはコピーを提出して

注2)　園の届出様式があれば、そのコピーでも可。

本 人 と の 続 柄

養 子 の 場 合 の
縁組成立年月日

備　考

(1)

(2)

(3)

(4)

氏 名

記

１．育児休業に

　  係る子の状況

平成

私は、下記のとおり育児休業の申し出をします。

生 年 月 日

ください。

平成

２．育児休業の

　  期　　　間

年平成 日　から月

育 児 休 業 申 出 書

〔申出日〕

年 月 日　まで

〔申出者〕

氏　名

       幼稚園設置者 殿



－18－

様式第15号

年 月 日

　 印

注1)　育児休業期間満了出勤届は、幼稚園設置者に提出することになります。

　　　宮私幼へはコピーを提出してください。

注2)　園の届出様式があれば、そのコピーでも可。

休 業 を ご 承 認 い た だ い て お り ま し た が 、 期 間 満 了 い た し ま し た の で 、

平成　　年　　月　　日から出勤いたしたくお届けいたします。

私は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までの期間、育児

〔届出者〕

氏　名

育児休業期間満了出勤届

       幼稚園設置者 殿

〔届出日〕 平成



－19－

様式第16号

年 月 日

　 印

１．の（3）は、介護休業の申し出に係る家族が祖父母、兄弟姉妹、孫である場合に記入。

注1)　介護休業申出書は、幼稚園設置者に提出することになります。宮私幼へはコピーを提出して

注2)　園の届出様式があれば、そのコピーでも可。

氏　名

平成

私は、下記のとおり介護休業の申し出をします。

日まで月

１．介護休業に
　　係る家族の状況

(4) 介護を必要とする理由

(3) 同 居 扶 養 の 状 況

(1) 氏　　　　　　　　名

している・していない

ください。

備　考２．介護休業の

  　期　　　間
平成 年

介 護 休 業 申 出 書

〔申出日〕

〔申出者〕

       幼稚園設置者 殿

記

(2) 本　人　と　の　続　柄

平成 日から年 月

　同居し扶養を



－20－

様式第17号

年 月 日

　 印

　４．変更の理由

注1)　介護休業期間変更申出書は、幼稚園設置者に提出することになります。宮私幼へはコピーを提出

注2)　園の届出様式があれば、そのコピーでも可。

氏　名

してください。

       幼稚園設置者 殿

平成

月

私は、平成 年 月 日に行なった介護休業の申し出における休業期間を

下記のとおり変更します。

日平成 年

　３．変更の内容 変更後の休業終了予定日

月

指定後の介護休業開始予定日

〔平成

・有

・無

→

日〕年

まで

　２．当初の申し出に対する 休業開始予定日の指定

年 月 日

　１．当初の申し出における 平成 年 月 日

〔変更申出日〕

〔変更申出者〕

介護休業期間変更申出書

休業終了予定日の繰上げ
変更の場合に記入

記

　　  介護休業期間

　  　幼稚園の対応

から

平成
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別　表（退職手当資金給付事業運営規則 第11条）

平成18年４月１日施行

　       以上　  　      　　未満

～ 114,000

107,000

宮私幼退職手当資金給付事業掛金早見表

標準給与の

等級 月 額

64

1000
給   与   月   額

(単位：円)

掛金額

6,656

1 98,000

2 104,000 101,000 ～

6,272101,000

7,040

4 118,000 114,000 ～ 122,000 7,552

3 110,000 107,000

5 126,000 122,000 ～

146,000 9,088

6 134,000 130,000 ～

130,000 8,064

138,000 8,576

155,000 9,600

7 142,000

8 150,000 146,000 ～

138,000 ～

9 160,000 155,000 ～

185,000 11,520

10 170,000 165,000 ～

165,000 10,240

175,000 10,880

195,000 12,160

11 180,000

12 190,000 185,000 ～

175,000 ～

13 200,000 195,000 ～ 210,000 12,800

230,000

250,000

14,080

15,360

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

～

～

～

～

～

～

～

～

210,000

230,000

250,000

270,000

18

19

20

290,000

310,000

330,000

300,000

320,000

340,000

14

15

16

17

220,000

240,000

260,000

280,000

23,040

24,320

21

22 370,000

350,000

380,000

360,000

21,760

16,640

17,920

19,200

20,480
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別　表（退職手当資金給付事業運営規則 第15条）

36

37

36

38 39

30

31

32 33

32 26.000

35 29.000

27.000

23.000

24.000

31 25.000

28 29

29 30

15.000

16.000

17.000

18.000

22 23

23 24

20 21

21 22

15 16

9.750

10.500

11.250

13 14

14 15

退職手当資金給付乗率表

8 9 6.000

乗　　　率
勤　　続　　期　　間

1 2 0.750

０年以上 １年未満 0.600

3 1.500

3 4 2.250

2

4 5 3.000

5 6 3.750

6 7 4.500

7 8 5.250

9 10 6.750

10 11 7.500

11 12 8.250

12 13 9.000

17 12.000

17 18 12.750

16

18 19 13.500

19 20 14.250

24 25 19.000

25 26 20.000

26 27 21.000

27 28 22.000

33 34 28.000

38 32.000

30.000

37 31.000

34

35

33.000

　※　平成15年５月29日から適用する。

34.000

40年以上 35.000

39 40
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社団法人 宮城県私立幼稚園連合会定款（抜粋）

第 ７ 章 私立幼稚園教職員退職手当資金給付事業

（退職手当資金給付事業）

第 35 条 第４条第４号の事業は、私立幼稚園教職員退職手当資金給付事業（以下「給付事業」と

いう｡）と称し、当該事業に加入した正会員（以下「加入者」という｡）に対し、当該正

会員の設置する私立幼稚園に勤務する教職員のために退職手当資金の給付を行うものと

する。

（加 入）

第 36 条 正会員は、給付事業に加入しようとするときは、給付事業加入申込書を理事長に提出し、

理事会の承認を得なければならない。

（脱 退）

第 37 条 加入者は、給付事業を脱退しようとするときは、理由を付し、理事長に給付事業脱退届

を提出し理事会の承認を得なければならない。

２ 加入者が、正会員でなくなったとき、脱退したものとみなす。

（権利義務の承認）

第 38 条 新たに加入者となった者のうち、幼稚園の設置者の変更に伴ない、当該幼稚園の変更前

の設置者である加入者に代って、当該幼稚園の設置者となり加入者となった者は、当該

変更前の設置者である加入者の給付事業にかかる一切の権利義務を承継するものとする。

（掛 金）

第 39 条 加入者は、総会において別に定める掛金を毎月納入しなければならない。

２ 既納の掛金は返還しない。ただし、加入者が脱退した場合、又は別に定める給付制限に

該当する場合は、給付事業掛金相当額を当該会員に返還する。

（給 付）

第 40 条 加入者に対する給付は、総会において別に定めるところにより、当該加入者の設置する

幼稚園に勤務する教職員に対する退職手当の給付に要する経費について行う。

（特 別 会 計）

第 41 条 給付事業の会計は、特別会計を設けて処理するものとする。

（運営規則）

第 42 条 給付事業の運営については、この定款に定めるもののほか総会の議決を経て別に定める。



－24－

社団法人 宮城県私立幼稚園連合会

退職手当資金給付事業運営規則

第 １ 章 総 則

（趣 旨）

第 １ 条 この規則は、社団法人宮城県私立幼稚園連合会定款（以下「定款」という｡）第42条の

規定に基づき、私立幼稚園教職員退職手当資金給付事業（以下「給付事業」という｡）

運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（事務施行の基本原則）

第 ２ 条 給付事業は、法令、定款及びこの規則の定めるところにより、厳正かつ確実に執行され

なければならない。

（資金の運用）

第 ３ 条 給付事業の資金は、当座の支払いに充てるため、必要かつ最小限の額を現金又は短期の

預金として保有するほかは、長期の預金、金銭信託その他の方法により安全かつ有利に

運用しなければならない。

第 ２ 章 申込及び異動報告書

（申込の手続）

第 ４ 条 給付事業に加入をしようとする正会員は、加入申込書に第10条に規定する加入申込金を

添えて申込まなければならない。

（加入会員の資格）

第４条の２ この給付事業の加入対象となる者は、私立学校法第３条に定める学校法人等に使用さ

れ、年齢が満60歳未満の園長、教員、事務及びその他の職員（次に掲げる者を除く、

以下「教職員」という｡）で、かつ、私立学校教職員共済法（昭和28年法律245号）

（以下「私学共済法」という｡）の規定に基づく私立学校教職員共済制度（以下「共

済制度」という｡）の加入者である者（以下「加入会員」という｡）とする。

 船員保険の被保険者

 専任でない者

 臨時に使用される者

 前三号に掲げる者のほか常時勤務に服しない者

（脱 退）

第 ５ 条 定款第37条第１項による給付事業から脱退するときは理由を付し、脱退を希望する日の

30日前までに脱退届を理事長に提出しなければならない。
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（除 名）

第 ６ 条 正会員のうちこの給付事業に加入している者（以下「加入者」という｡）は、第11条に

規定する掛金の納付を相当の理由がなく６ヵ月以上滞納したときは、理事会において理

事の３分の２以上の議決により給付事業から除名することができる。

（債務の弁済）

第 ７ 条 給付事業から除名され、又は脱退した加入者が、給付事業に債務を負っている場合は、

直ちにその債務を弁済しなければならない。

（異動報告書）

第 ８ 条 加入者は、次の各号の一に該当するときは、10日以内に異動等報告書を理事長に提出し

なければならない。

 教職員が新たに第４条の２の規定により資格を取得し、又は喪失したとき。

 教職員の氏名に変更があったとき。

 私立幼稚園の名称、住所又は代表者に異動があったとき。

 私立幼稚園を廃止したとき。

２ 加入者は、毎年７月１日現在において現に勤務する教職員に係る標準給与基礎届書を理

事長に提出しなければならない。

（休職等の場合の特例）

第 ９ 条 教職員が在職中に休職、停職その他これらに準ずる理由により給与の全部又は一部の支

給を受けなくなったことにより、共済制度の加入者としての資格を喪失した場合は、第

４条の２の規定にかかわらず、当該制度の加入会員であるものとしてこの規則を適用す

る。

２ 前項の給与の全部又は一部を減じて支給を受ける者に関する第11条の規定による掛金の

額の算定は、減額直前の給与にかかる標準給与月額を基礎とする。

第 ３ 章 加入申込金及び掛金

（加入申込金の額）

第 10 条 加入申込金の額は、加入者１園につき10,000円、教職員１人につき1,000円とする。

２ 加入者は、加入後私立幼稚園又は教職員が増加した場合は、その増加した数につき、前

項の加入申込金を追加納付しなければならない。

（掛金及び納付期限）

第 11 条 掛金は、加入者が全額負担するものとし、その掛金の額は、それぞれの教職員について

私学共済法第22条第１項の規定により定められた加入者それぞれの標準給与の月額に

1,000分の64を乗じて得た金額を全教職員の分として合計した額とし、その月の分を翌

月末日までに納入しなければならない。
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２ 第１項の掛金額の算定に当たって適用される標準給与月額は、私学共済法の規定する私

学共済標準給与表の区分によるものとする。ただし、標準給与の月額が380,000円を超

える給与月額があった場合でも、標準給与の月額の最高限度額は380,000円とする。給

付金算定に当たっても同様とする。

３ 第１項の掛金額の算定にあたって適用される標準給与の月額は、第８条第２項の規定に

より提出された標準給与の月額を、その年の９月から翌年８月まで適用するものとする。

４ 月の途中において給付対象教職員に異動があったときは、その月分の掛金を納付するも

のとする。

（掛金の特例）

第11条の２ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年

法律76号）の定めるところにより加入者が育児・介護休業を認めた教職員の掛金につ

いては、第11条の規定にかかわらず、育児・介護休業の届け出があった月から終了す

る月分まで納付しないものとする。

（納付通知書）

第 12 条 理事長は、加入者の負担すべき各月の納付通知書を納付期限の10日前までに当該加入者

に送付するものとする。

（督促及び延滞金）

第 13 条 前条の掛金を滞納した加入者に対しては、督促状を送付するものとする。

２ 掛金を滞納した加入者は、滞納した金額につき、年利10.95％の割合で、納付期限の翌

日から掛金完納の日までの日数によって計算した額の延滞金を納付しなければならない。

３ 延滞金は、次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらずこれを徴収しない。

 延滞金の総額が10円未満であるとき。

 滞納したことについて、やむを得ない事情があると理事長が認めたとき。

４ 延滞金の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

第 ４ 章 退職手当資金の給付

（退職手当資金の給付）

第 14 条 退職手当資金給付金（以下「給付金」という｡）は、加入会員である教職員が退職した

場合（死亡による退職を含む。以下同じ｡）にその退職者が勤務していた加入者に給付

する。

２ 前項の給付金は、当該退職者の退職金、又は、教職員の死亡による退職の場合は、その

遺族に支給する退職金に充てなければならない。

３ 遺族の範囲及び給付順位は、国家公務員等退職手当法（昭和28年法律182号）の例によ

るものとする。
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４ 給付金の給付にあたって、給付すべき掛金が未納となっている場合は、当該給付すべき

金額から、当該未納分を控除して給付することができる。ただし、この場合、加入者が

退職者の退職金を支給するときは、未納分を控除される前の退職給付金額に満つるまで

補填してから、退職者に支給しなければならない。

（給付金の額）

第 15 条 給付金の額は、退職した者の平均標準給与の月額に別表の勤続期間（死亡退職を含む）

に応じてそれぞれの給付率を乗じて得た額とする。

（平均標準給与の月額）

第 16 条 前条の平均標準給与の月額は、退職の日の属する月から起算してその前５年間の各月に

おける標準給与の月額の合計額の60分の１に相当する額とする。

２ 教職員であった期間が５年に満たない者の平均標準給与の月額は、教職員であった全期

間の各月における標準給与の月額の合計額を、その期間の総月数で除して得た額とする。

（勤続期間の計算）

第 17 条 給付金の額の算定の基礎となる勤続期間の計算は、この事業の加入会員となった日から

引き続いた在職期間による。

２ 前項の規定による在職期間の計算は、加入会員となった日の属する月から退職した日の

属する月までの月数とする。

３ 退職した教職員が、他の加入者に就職し引き続き勤務した場合、当該教職員は退職しな

かったものとみなし、前後の在職期間は引き続いた在職期間とすることができる。

この場合において当該教職員は、前任及び後任の加入者の承諾を受けなけらばならない。

４ 当該退職教職員に係る前任の加入者は、退職した日から20日以内に所定の手続きを行う

ものとし、当連合会は当該加入者に対して当該退職に係る給付金の給付を行わないもの

とする。

５ 第11条の２の規定により加入者が育児・介護休業を認めた当該給付対象教職員について

は、勤続期間から除くものとする。

（給付金の給付制限）

第 18 条 給付金は、次の各号の一に該当するときは給付しない。

 教職員が懲戒免職の処分を受けたとき。

 教職員が刑事事件に関し起訴され、その判決の確定前に退職したとき。

 加入者の就業規則に則り退職金が支給されないとき。

２ 前項第２号に該当する場合において、禁固以上の刑に処せられなかったときは、判決確

定後にこれを給付する。

３ 第１項各号の規定に該当するものであるかどうかについては、理事長が認定する。

（返 還 金）

第 19 条 第５条及び第６条の規定により脱退又は除名された場合の返還金は、掛金総額から10％
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を控除した額とする。

２ 定款第40条及び本規則第14条第２項の規定に基づき、退職手当資金の給付を受けた加入

者が、その退職給付金の全てを退職者に支給しないときは、その支給しなかった理由及

び金額の多少にかかわらず、加入者に支給した金額を宮私幼に返還しなければならない。

ただし、この場合、加入者が当該退職者分として納付した掛金総額から５％を控除した

金額を支給するものとする。

３ 第４条の２に規定する加入会員の資格を喪失したにもかかわらず、加入者が当該資格を

喪失した加入会員のものとして誤って掛金を納入した場合は、その納入した理由の如何

にかかわらず、誤って納入した掛金総額から３％を控除した金額を返還するものとする。

（退職とみなす場合）

第 20 条 教職員が年齢満60歳に達したときは、これを退職したとみなすものとする。

（給付金の請求手続）

第 21 条 加入者が給付金の給付を受けようとするときは、当該退職者の退職願の写しを添え請求

書を理事長に提出しなければならない。

２ 前項の場合において、退職の理由が死亡のときは、死亡診断書を添付しなければならな

い。この場合において、その死亡が職務上の死亡によるものである場合においては、加

入者は、その原因及び経過等を詳細に記載した書類を前項の請求書に添付しなければな

らない。

３ 退職者が婚姻その他の理由により在職中の氏名と異なることとなった場合においては、

その者の戸籍抄本等を第１項の請求書に添付しなければならない。

（支 払 通 知）

第 22 条 理事長は、請求書を受理したときは、総務給付委員会に審査を求め、その結果の報告に

より、速やかに支払通知書を加入者に交付する。

２ 前項の場合において審査の結果、給付金を給付することができないと認めたときは、理

由を付した書面でもって加入者に通知する。

（受領書の提出）

第 23 条 給付金を受領した加入者は、退職者が加入者へ提出した退職金受領証等の写しを速やか

に理事長に提出しなければならない。

（総務給付委員会の職務）

第 24 条 総務給付委員会の給付事業にかかる職務は次のとおりとし、その結果について理事長に

報告するものとする。

 加入、脱退、給付等に関する審査

 審査請求その他不服申立の裁決

 その他給付事業に関する重要事項
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第 ５ 章 補 則

（虚偽の排除）

第 25 条 理事長は、加入者が給付事業に関して理事長に提出する書面に虚偽の記載をした場合に

は、すでに給付した給付金を返還させ、又はその給付を停止することができる。

（給付金の返還等）

第25条の２ 第19条第２項に規定する給付金の返還金の返還指定日までに返還しない場合には、指

定日の翌日から年利10.95％の割合で延滞金を納付しなければならない。

２ 第７条に規定する除名又は脱退した者が給付事業に債務を負っている場合は、その納

付期限の翌日から年10.95％の割合で延滞金を納付しなければならない。

３ 給付金の返還及び債務等の返済に応じない場合は、民法（昭和29年法律89号）の規定

に基づき返還を請求するものとする。

（調 査 等）

第 26 条 理事長は、この事業等につき必要があると認める場合には、加入者の帳簿、書類等を調

査し、又は必要な報告を求めることができる。

（審査の請求）

第 27 条 給付事業に関する理事長の処分に対して、不服のある加入者は、その理由を付して、処

分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、理事長に対して書面をもっ

て審査の請求をすることができる。ただし、天災その他審査請求をしなかったことにつ

いて、やむをえない理由があるときは、この限りでない。

２ 審査請求は、処分のあった日の翌日から起算して１年を超えて請求することができない。

３ 前１項の請求があったときは、理事長はその請求を受理した後、速やかに審査して裁決

しなければならない。

４ 前項の裁決は書面により、かつ理由を付して請求者に通知するものとする。

（細 則）

第 28 条 この運営規則の実施に関し必要な事項は理事長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、社団設立許可のあった日以降において、理事長が理事会の議を経て定める日から

施行する。

２ 昭和50年２月28日以前に退職する教職員については、給付を行わない。

（期間通算の要件）

３ 前項の場合において当該教職員は、通算される期間を通じて共済制度の加入者であったことを

要する。



－30－

附 則

１ この規則は、昭和61年４月１日から施行する。

２ 第10条第３項にかかる、標準給与月額がこの規則施行の日の前日において35等級を超えている

者にあっては、この規定にかかわらず、施行日現在の等級を適用する。

３ 第17条第１項３号の規定は、施行の日の前日までに資格取得した者にあっては、満３年に至る

までは、改正前の規定を適用するものとする。

４ 前項の規定に該当する者のうち、その期間が２年未満の者の標準給与月額の算出は、改正前の

規定によるものとする。

附 則

この規則は、平成２年４月１日から施行する｡（第10条第３項関係）

附 則

この規則は、平成２年４月１日から施行し、平成２年度の予算から適用する。ただし、改正前の

第10条第２項にかかる第11条・第16条第２項・第17条第１項第３号及び別表については、平成３

年４月１日から適用する。

附 則

この規則は、平成４年４月１日から施行する。ただし、第15条第２項及び第16条については、平

成３年４月１日から適用する。

附 則

この規則は、平成６年11月１日から施行する｡（第10条第２項関係）

附 則

この規則は、平成７年４月１日から施行する｡（第10条第４、５項及び第16条第４項関係）

附 則

この規則は、平成11年４月１日から施行する。

（第５条新設、第11条、第12条、第16条、第18条及び第19条）

ただし、第16条については平成13年４月１日から適用する。
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参 考

（平均標準給与の月額）

第 16 条 前条の平均標準給与の月額は、退職の日の属する月から起算してその前２年間の各月に

おける標準給与の月額の合計額の24分の１に相当する額とする。

２ 教職員であった期間が２年に満たない者の平均標準給与の月額は、教職員であった全期

間の各月における標準給与の月額の合計額を、その期間の総月数で徐して得た額とする。

（平成11年４月１日現在）

附 則

この規則の変更は、平成12年４月１日から施行する。

（第４条２、第８条１項、第11条１項、第15条、第16条１項、第20条）

ただし、第16条１項２項については、平成15年４月１日からまた第11条１項及び第20条について

は、平成16年４月１日から適用する。

参 考

（掛金及び納付期限）

第 11 条 掛金は、加入会員が全額負担するものとし、その掛金の額は、それぞれの教職員につい

て私学学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）第22条第１項から第６項までの規定

により定められた加入者それぞれの標準給与の月額に1000分の59を乗じて得た金額を全

教職員の分として合計した額とし、その月の分を翌月末日までに納入しなければならな

い。

経過措置として平成12年４月１日以降該当する年月まで、１年につき1000分の１づつ

増率するものとする。

（平成12年４月１日現在）

（平均標準給与の月額）

第 16 条 前条の平均標準給与の月額は、退職の日の属する月から起算してその前２年間の各月に

おける標準給与の月額の合計額の24分の１に相当する額とする。

２ 教職員であった期間が２年に満たない者の平均標準給与の月額は、教職員であった全期

間の各月における標準給与の月額の合計額を、その期間の総月数で徐して得た額とする。

経過措置として平成14年度は48分の１とする額。

（平成12年４月１日現在）

（退職とみなす場合）

第 20 条 教職員が年齢満64歳に達したときは、これを退職とみなす。

経過措置として平成12年４月１日以降該当する年月まで、１年ずつ繰り下げるものと

する。

（平成12年４月１日現在）
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附 則

この規則は、平成13年４月１日から施行する｡（第19条）

附 則

この規則は、平成15年４月１日から施行する｡（第14条、第18条、第23条）

ただし、第14条及び第15条「退職手当資金の給付」に関する項目については特例措置として、平

成15年５月29日から当分の間（平成16年３月31日を超えない期間)、その適用を凍結するものと

する。

附 則

この規則は、平成15年５月29日から施行する｡（第15条、附則（勤務期間の通算)、期間通算の要

件）

附 則

この規則は、平成17年６月１日から施行する｡（第４条の２、同条第１号から第４号、第６条、

第７条、第８条第１項、同項第１号、同条第２項、第９条第１項、第10条第１項、同条第２項、

第11条第１項から第４項、第11条の２、第12条、第13条第１項、同条第２項、同条第４項、第14

条第１項、同条第４項、第17条第１項から第４項、第18条第１項第３号、同条第３項、第19条第

１項、同第２項、同第３項、第20条、第22条第１項、同条第２項、第23条第２項、第24条第３号、

第25条、第25条の２第１項から第３項、第26条、第27条第１項から第４項）

附 則

この規則は、平成18年４月１日から施行する｡（第11条）

附 則

この規則は、平成19年４月１日から施行する｡（第６条、第11条第４項、第11条の２、第17条第

５項新設）

附 則

この規則は、平成21年４月１日から施行する｡（第11条の２、第17条、第23条）
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